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2012年3月21日、ジョージ・オズボーン英財務相が議会で予算演説を行いました。 
英国の財政は未だ厳しい状況にありますが、今回発表された予算は、法人税の削
減、研究開発優遇税制の改善、さらには特許関連所得に対する優遇策の実施により、

「G20中最も競争力のある税制を創出する」という政府が掲げる目標の達成に焦点
を定めており、国際的企業の誘致、投資促進、雇用創出の奨励に最大限の取り組みを
続けてゆく英国政府の姿勢が強く打ち出された内容となっています。

税法を含む2012年度財政法案（Finance Bill）は2012年3月29日に公開の予定で
すが、今回発表された内容に基づき、日系多国籍企業に関連する主要な改正として
は、以下の項目が考えられます。

• 法人税率が予定されていた25%から更に1%削減され、2012年4月1日より現行
の26%から24%に引き下げられます。

• 法人税率はその後も毎年1%ずつ引き下げられ、2014年に22%になるまで続けら
れる予定です。

• 10%の法人税率が適用されるパテントボックス奨励法の2013年4月1日付施行
も確認されました。また、10%税率の適用対象となる課税所得算定に必要な調整
方法が明確化されるよう法案を修正するとしています。また、パテントボックス制
度の意図を明確化するその他修正にも言及していますが、修正法案はまだ公開さ
れていません。

• 研究開発に係る優遇税制の割増償却制度から「Above The Line credit 制度」へ
の変更が2013年までに導入され、損失を計上した企業は研究開発費控除給付を
申請できる旨も確認されました。研究開発費控除の額はまだ確認されていません
が、最低でも、適格試験研究支出額の9.1%の控除額になると考えられます。本改
正に関する意見公募プロセスが間もなく開始される予定ですので、詳細が決まり
ましたらお知らせ致します。

• 指定地域のエンタープライズゾーンでは税務上の減価償却が100%償却可能と
なります。
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本書又は本書に含まれる資料は、一定の編集を経た要約形
式の情報を掲載するものです。したがって、本書又は本書に
含まれる資料のご利用は一般的な参考目的の利用に限られ
るものとし、特定の目的を前提とした利用、詳細な調査への
代用、専門的な判断の材料としてのご利用等はしないでくだ
さい。本書又は本書に含まれる資料について、新日本アーン
スト アンド ヤング税理士法人を含むアーンスト・アンド・ヤン
グの他のいかなるグローバル・ネットワークのメンバーも、そ
の内容の正確性、完全性、目的適合性その他いかなる点につ
いてもこれを保証するものではなく、本書又は本書に含まれ
る資料に基づいた行動又は行動をしないことにより発生した
いかなる損害についても一切の責任を負いません。

• 2013年度財政法案の一部としての導入が提案されている一般的租税回避否認
規定（GAAR）の詳細に関する意見公募が、実施される予定です。

• 利子控除及び支払利子に課せられる所得税に関する意見公募も実施されます。

• 2013年から、15万ポンド超の所得者を対象に、所得税の最高税率が、現行の
50%から45%に引き下げられます。

これらの税率引下げ及び奨励策の拡充は、英国進出日系企業、特にハイテク企業の
税引後利益に恩恵をもたらすと考えられます。一方、減税による歳入減を補う増税策
として、銀行税の引上げ（但し影響をうける日系銀行の数は少ないと予測される）、価
値が200万ポンド超の国内不動産に課せられる印紙税の引上げ、ゲーム税等の各種
増税、並びに個別租税回避否認規定が予定されています。しかし、日系企業グループ
がこれらに関与している可能性は低く、よって今回の増税が日系企業に影響を及ぼす
可能性も低いと考えられます。


